
別記様式２

内線

附属機関等の名称 北海道森林審議会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 15 名　　　　 　【定  数： 15 名】

6 名

1 名　　　　　 【公募枠： 1 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

林地保全部会 ４名（１名）

会議の公開

状況 　公開・一部非公開・非公開・未決定の別　

本会議：公開、　　林地保全部会：非公開

　公開できない理由（一部非公開・非公開の場合）

１ 委員(構成員)数

   （うち女性委員）

   （うち公募委員）

林地保全部会の非公開について
・　林地保全部会の審議内容は、北海道情報公開条例第10条第1項第4号に規定する
　非開示情報を取り扱うものであること
・　林地保全部会は、同条例第26条に規定する「会議を公開することが適当でないと
　認められる」ものであること

昭和23年3月28日

森林法（第68条第1項）

＜目的＞

森林法又は他の法令の規定により、その権限に属させられた事項を処理するほか、森
林法の施行に関する重要事項について、知事の諮問に応じて答申する。

＜所掌事項、議題等＞

審議会は、森林法又は他の法令の規定で定められた事項や森林づくりの推進に関する
重要事項の調査審議を所掌する。

［主な議題］
　（１）今後の林務施策の展開方向について
　（２）地域森林計画の樹立及び変更について

附 属 機 関 等 の 概 要

（令和5年12月9日現在）

担当部課名　 水産林務部総務課 28-171

「附属機関」、「懇談会」の別 附属機関


